
ハラスメント対策
について

資料4









利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止

職場におけるハラスメント対策について、介護現場においては利用者又はその家族等からのカ
スタマーハラスメントの防止が求められる。

・事業主が講ずべき措置の具体的内容については厚生労働省ホームページに掲載の「介護
現場におけるハラスメント対策マニュアル」「(管理職・職員向け)研修のための手引き」を参考
にし、取組みを実施することが望ましい。



2人以上の職員による訪問サービス提供時の費用の一部補助について

訪問看護師、訪問介護員がサービス提供をする際に、利用者やその家族から暴力行為等
で2人以上の訪問が必要なケースで利用者及びその家族の同意が得られず、介護報酬上
の2人訪問加算が算定できない場合に加算相当額の一部を補助します。

※対象ケースがあれば三木市介護保険課まで問合せください。

補助対象となる暴力行為の例
迷惑行為 じっと見つめる、にらむ、必要以上に接近する、盗撮行為

暴言 訪問者等への悪口、侮辱

過大なクレーム 威嚇など激しい口調で問い詰める、過度に金銭や謝罪、サービス
提供等を要求するなど社会通念上過大と考えられるクレーム

ストーカー行為 事業所等への押しかけ、頻繁な電話、メール等

セクシュアルハラスメント ボディタッチ、わいせつ発言等

脅迫 殴る、暴力性

暴力行為 素手又は物によって殴る、蹴る、物を投げつける等

器物破損行為 故意に訪問者の者を壊す、汚す等





該当があれば市介護保険課までご相談ください


